
花
巻
支
部
は
、
四
月
十
八
日

定
期
大
会
を
開
催
、
〇
八
年
度

の
成
功
し
た
学
習
講
演
会
活
動

（
荒
川
さ
ん
、
八
〇
問
八
〇
答
）
、

十
一
人
を
拡
大
し
て
目
標
を
達

成
し
た
会
員
拡
大
な
ど
を
総
括

し
確
認
し
ま
し
た
。
大
会
参
加

者
は
二
十
三
人
で
し
た
。

〇
九
年
度
は
、
大
い
に
支
部

活
動
を
前
進
さ
せ
る
た
め
、
活

動
方
針
と
役
員
人
事
を
決
め
、

決
意
を
固
め
あ
い
ま
し
た
。

岩
手
県
本
部
か
ら
加
茂
副
会

長
が
出
席
来
賓
の
挨
拶
を
行
い

ま
し
た
。

大
会
で
は
、
一
関
修
紅
高
校

教
員
不
当
処
分
事
件
の
千
葉
幸

浩
先
生
の
特
別
発
言
が
あ
り
、

不
当
処
分
を
撤
回
さ
せ
勝
利
す

る
た
め
の
支
援
の
訴
え
も
な
さ

れ
ま
し
た
。

一
関
支
部
は
、
四
月
二
十
五

日
に
定
期
大
会
を
開
催
、
今
年

の
特
徴
は
班
の
確
立
が
方
針
と

し
て
決
定
さ
れ
、
予
算
の
範
囲

内
で
班
会
議
を
開
い
た
班
に
、

参
加
者
一
名
に
つ
き
五
〇
〇
円

の
補
助
を
出
す
こ
と
に
し
ま
し

た
。
一
関
支
部
は
現
在
会
員
二

〇
〇
名
を
越
え
る
支
部
と
な
っ

て
お
り
、
班
確
立
に
よ
り
一
層

の
組
織
強
化
に
つ
な
が
る
も
の

と
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

現
在
、
班
の
確
立
の
可
能
性
の

あ
る
所
は
二
〇
ほ
ど
あ
り
ま
す

が
、
本
年
度
は
十
五
を
目
指
し

て
が
ん
ば
る
決
意
で
す
。

な
お
午
後
四
時
か
ら
は
、
松

川
事
件
六
〇
周
年
記
念
講
演
会

「
い
ま
、
松
川
事
件
か
ら
学
ぶ
」

と
題
し
て
講
師
は
、
大
学

一

弁
護
士
が
当
た
り
、
魅
力
た
っ

ぷ
り
な
講
演
で
好
評
を
博
し
、

松
川
の
た
た
か
い
の
教
訓
を
、

こ
れ
か
ら
に
生
か
す
決
意
に
漲

み
な
ぎ

り
ま
し
た
。
（
参
加
六
〇
名
）

盛
岡
支
部
は
、
四
月
二
十
五

日
に
「
裁
判
員
制
度
」
の
講
演

会
を
開
催
、
小
笠
原
基
也
弁
護

士
が
、
「
裁
判
員
」
に
選
ば
れ

た
ら
ど
ん
な
心
得
が
必
要
？

「
裁
判
員
裁
判
」
と
は
ど
ん
な

裁
判
？
な
ど
多
く
の
疑
問
や
問

題
点
に
つ
い
て
、
わ
か
り
や
す

く
講
演
を
し
ま
し
た
。

裁
判
員
制
度
開
始
約
一
ヶ
月

前
な
の
で
、
参
加
し
た
人
達
か

ら
は
時
宜
に
か
な
っ
て
、
開
い

て
も
ら
っ
て
よ
か
っ
た
と
、
感

想
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

（
参
加
四
〇
名
）

四
月
二
十
七
日
、
県
本
部
の

小
松
副
会
長
、
松
岡
次
長
の
二

人
で
久
慈
支
部
を
訪
問
。
小
田

島
事
務
局
長
と
会
い
ま
し
た
。

現
在
、
会
員
は
十
五
名
で
支

部
ニ
ュ
ー
ス
は
五
の
つ
く
日
に

発
行
。
三
九
五
号
と
な
っ
て
い

る
。
支
部
大
会
開
催
に
つ
い
て

は
。
今
年
は
ぜ
ひ
開
く
よ
う
清

川
会
長
と
連
絡
を
と
り
、
検
討

す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

う
れ
し
い
知
ら
せ
が
私
た
ち

の
事
務
所
に
舞
い
込
み
ま
し
た
。

会
員
で
あ
る
川
村
雅
子
さ
ん

（
盛
岡
市
上
田
松
屋
敷
二
八
ー

一
一
）
の
お
孫
さ
ん
悠
人
君

（
川
崎
市
・
小
五
年
）
が
、
こ

ど
も
将
棋
名
人
全
国
大
会
で
見

事
三
位
に
な
り
ま
し
た
。

写
真
は
羽
生
さ
ん
と
悠
人
君

の
両
側
は
、
雅
子
さ
ん
の
長
男

ご
夫
婦
で
す
。

が
ん
ば
れ
！
が
ん
ば
れ
！

悠
人
！
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五
月
二
〇
日
「
な

く
せ
冤
罪
五
・

二
〇
大
集

会
」
が
、

明
日
か
ら

裁
判
員
制
度

が
は
じ
ま
る
と
い
う
タ
イ
ミ

ン
グ
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

岩
手
か
ら
は
、
代
表
と
し
て

私
が
参
加
し
ま
し
た
。

講
談
と
構
成
劇
で
訴
え
が

あ
り
六
五
〇
人
が
集
ま
り
し

た
。
（
イ
）
講
談
は
、
強
盗

殺
人
で
起
訴
さ
れ
た
事
件
を

め
ぐ
っ
て
、
裁
判
員
同
士
の

会
話
や
、
有
罪
無
罪
の
採
決

で
、
無
罪
と
し
た
人
が
、
量

刑
の
判
断
で
は
、
死
刑
か
無

期
を
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
矛
盾
を
リ
ア
ル
に
表
現
し

た
も
の
で
し
た
。

（
ロ
）
構
成
劇
は
、
う
そ
の

自
白
へ
の
誘
導
か
ら
冤
罪
が

生
ま
れ
る
経
過
を
各
事
件
を

例
に
し
な
が
ら
、
わ
か
り
や

す
く
構
成
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

翌
日
（
二
十
一
日
）
は

「
名
張
毒
ぶ
ど
う
酒
事
件
・

最
高
裁
要
請
行
動
」
に
参
加

し
ま
し
た
。

今
回
は
東
京
か
ら
北
の
各

県
代
表
参
加
で
、
午
前
八
時

十
五
分
か
ら
、
最
高
裁
前
で

チ
ラ
シ
配
布
と
マ
イ
ク
に
よ

る
各
事
件
関
係
者
と
各
県
代

表
の
訴
え
で
し
た
。
私
も
マ

イ
ク
で
「
早
く
再
審
開
始
を
」

と
訴
え
ま
し
た
。

午
前
十
時
二
十
分
か
ら
は
、

最
高
裁
担
当
者
へ
の
要
請
で
、

要
請
団
は
十
七
名
（
本
部
、

東
京
～
北
海
道
で
十
六
名
）

で
要
請
、
署
名
は
三
、
五
五

五
、
団
体
要
請
書
（
秋
田
県
）

一
五
五
を
手
渡
し
ま
し
た
。

対
応
者
は
、
矢
後
書
記
官

補
佐
と
い
う
人
一
人
で
懸
命

に
メ
モ
を
取
っ
て
い
ま
し
た
。

要
請
団
全
員
が
二
～
三
分

程
度
と
い
う
こ
と
で
話
を
し

ま
し
た
。

私
も
、
「
奥
西
さ
ん
を
獄

中
死
さ
せ
な
い
こ
と
、
全
国

の
人
々
が
要
請
し
て
い
る
こ

と
を
受
け
と
め
て
、
再
審
を

早
く
」
と
話
し
て
来
ま
し
た
。

国
民
救
援
会
中
央
行
動
の
報
告

盛
岡
支
部

大
野

秀

花
巻
支
部
（
四
月
十
八
日
）
一
関
支
部
（
四

月
二
十
五
日
）
定
期
大
会
で
前
進
を
誓
う
！

盛
岡
支
部
は
「
裁
判
員
制
度
」
で
学
習
・
講

演
会

を
行
う
！

久
慈
へ

！

オ
ル
グ
入
り

川
村
雅
子
さ
ん
（
会
員
）
の
お
孫
さ
ん

悠
人
君
、
あ
っ
ぱ
れ
！

こ
ど
も
将
棋
名
人
全
国
大
会
で
三
位


